
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コケが植栽されたコケシートと、前記コケシートが接着される透水シートと、前記透水
シートが固定される網体と、前記網体の前記透水シートが固定される反対側に設けられる
保水シートと、で構成されたことを特徴とする緑化パネル。
【請求項２】
　 緑化パネルを壁面に取付ける取付手段と、前記取付手段と
壁面との間に設けられ、前記コケシートを灌水する灌水手段と、を有することを特徴とす
る緑化壁面。
【請求項３】
　前記取付手段が、壁面と前記網体との間に所定の隙間を空けて前記網体を壁面に取付け
る板材と、を有することを特徴とする請求項２に記載の緑化壁面。
【請求項４】
　前記取付手段が、前記網体から突設された剣山とを有し、前記網体の壁面側には、前記
灌水手段からの水を受け止め 緑化パネルへ給水する水受け部材が設けられたことを特
徴とする請求項３に記載の緑化壁面。
【請求項５】
　前記灌水手段は、水が送水されるホースと、前記ホースに形成され、送水された水を噴
霧する噴霧口と、で構成されたことを特徴とする請求項２～請求項４のいずれかに記載の
緑化壁面。
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【請求項６】
　前記緑化パネルが壁面に複数取付けられたときにできる目地部分は、左右方向を緑化パ
ネルの両端を埋め込むことで目地埋めし、上下方向を一方のコケシートを延長してオーバ
ーラップさせて目地部分を隠すことを特徴とする請求項２～請求項５のいずれかに記載の
緑化壁面。
【請求項７】
　前記緑化パネルが壁面に複数取付けられたときにできる目地部分は、左右方向を繊維部
材で目地埋めし、上下方向を一方のコケシートを延長してオーバーラップさせて目地部分
を隠すことを特徴とする請求項２～請求項５のいずれかに記載の緑化壁面。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、壁面を緑化する緑化パネル及び緑化壁面に関する。
【０００２】
【従来の技術】
建物外壁やコンクリート擁壁、高速道路の遮音壁のような建造物の垂直な壁面、あるいは
垂直に近い急斜面の壁面の緑化は、人工地盤上の緑化などに比べて物理的効用が大きい。
【０００３】
その効用としては、気温緩和効果、すなわち、夏期には構造物の温度上昇抑制、冬期には
構造物の断熱効果がある。その他にも、防音効果、暴風効果、防火的効用や火災延焼防止
効果も認められ、景観の向上および植物のもつ環境改善効果もある。また、コンクリート
、防水層、塗装材の劣化は紫外線や赤外線による温度差が原因と言われているが、この劣
化を防止するのにも緑化による被覆などの手段が有効と考えられている。
【０００４】
そこで、植物の根を植栽基盤内に育成させた植栽基盤を壁面に取付ける緑化工法が行われ
ているが、植物の根の伸長が不十分な状態で壁面に取付けた場合は、根の生育が弱まり枯
死に至るという不都合が生じるので、壁面に用いる前に植物の生育初期段階において水平
面で育成させる必要がある。
【０００５】
また、コケ類を壁面に用いる緑化工法も行われている（特許文献１参照）。この特許文献
１には、透水性コンクリートの基盤にスナゴケ、ハイゴケなどのコケ類を吹付ける壁面緑
化が開示されている。このような透水性コンクリートや火山性多孔質材とコケ類との組み
合わせでは、コケの基盤への付着や育成、繁茂はコケ自身の生命力などの成り行きに任せ
ている。
【０００６】
しかし、壁面では水分の安定供給は困難であり、壁面の上下方向でコケの生育のばらつき
が大きい。また、コケが基盤に付着する前に風で飛ばされたり降雨によって流出したりす
るため、コケで壁面の全面を覆うのには時間がかかる。
【０００７】
特許文献２には、三次元立体織物にコケ類の子実体や胞子体を高吸水性のポリマーと一緒
に予め縫い付けることで、水分の安定供給が行え、風雨によるコケの剥落の防止がなされ
ることで、コケの伸長育成を早めるものが記載されているが、高吸水性のポリマーが膨れ
たり縮んだりしてコケの仮根による定着が思うように育成促進されなかった。
【０００８】
【特許文献１】
特開２００２－１４６７９８公報（第２－４項、第１図）
【特許文献２】
特願２００１－１４８０４５
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
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本発明は上記事実を考慮し、建物壁面や道路遮音壁等の従来緑化が困難であった場所の緑
化が容易となると共に、施工直後から緑化による景観を完成させ、風雨によるコケの剥離
を防止し、コケの伸長育成を確保する緑化パネル及び緑化壁面を提供する。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の本発明の緑化パネルは、

【００１７】
　 に記載の発明によれば、コケシートと透水シートと網体と保水シートとを積層
して一体化させて緑化パネルが作製される。網体にコケシートが固定されるので、コケシ
ートの形状が安定される。また、保水シートによって、雨水や灌水手段等からの水を保水
することで、コケの生育に必要な水分補給が容易に行える。さらに、透水シートによって
金網の網目がコケシートに転写されないので、コケシートの見栄えが良くなる。
【００１８】
　請求項２に記載の本発明の緑化壁面は、 緑化パネルを壁面
に取付ける取付手段と、前記取付手段と壁面との間に設けられ、前記コケシートを灌水す
る灌水手段と、を有することを特徴としている。
【００１９】
　 に記載の発明によれば、取付手段で緑化パネルが壁面に取付けられており、取
付手段と壁面との間には灌水手段が設けられてコケシートへの灌水が行われる。
【００２０】
このように、コケシートを用いた緑化パネルを壁面に取付けることで、施行直後から壁面
の緑化景観が得られる。また、灌水手段を用いてコケシートに給水を行うことで、軒下や
垂直壁等の雨の当たらない場所でもコケシートのコケの枯化が防止でき、常時コケシート
による壁面の緑化が行われる。
【００２１】
さらに、緑化パネルは、コケ植物と基盤（シート）があらかじめ一体化された超軽量のコ
ケシートとネットと吸水シートとから構成されており、それを壁面に取付けるだけで壁面
の緑化が行えるので、建物等の構造物への負担が軽くなる。また、土壌のない壁面やコン
クリート面などの垂直な面の緑化が容易となり、その上、輻射熱の軽減や断熱材としての
効果も期待できる。風の強い所ではコケシートの耐風対策が必要とされるが、取付手段で
壁面にしっかり固定されるので、その必要もない。
【００２２】
さらに、この緑化パネルを壁面に取付けて壁面の緑化を行うので、コケが枯れたりコケシ
ートが破損した場合には、その部分の緑化パネルを取り外して、新しい緑化パネルと入れ
替えることで、壁面の補修が行われる。したがって、壁面の緑化のメンテナンスが簡単に
行えて、常に奇麗な壁面緑化が可能となる。
【００２３】
　 に記載の本発明の緑化壁面は、前記取付手段が 面と前記網体との間に所定
の隙間を空けて前記網体を壁面に取付ける板材と、を有することを特徴としている。
【００２４】
　 に記載の発明によれば、板材で網体が壁面から所定の隙間を空けて取付けられ
、その網体に緑化パネルが取付けられる。
【００２５】
網体に緑化パネルが固定されるので、壁面が垂直の場合や、急傾斜している部分での緑化
パネルの形状が安定する。
【００２６】
さらに、緑化パネルと壁面との間に取付手段を配置して隙間を空けて固定させ、その上に

10

20

30

40

50

(3) JP 3722440 B2 2005.11.30

コケが植栽された
コケシートと、前記コケシートが接着される透水シートと、前記透水シートが固定される
網体と、前記網体の前記透水シートが固定される反対側に設けられる保水シートと、で構
成されたことを特徴としている。

請求項１

請求項１の緑化パネルと、該

請求項２

請求項３ 、壁

請求項３



緑化パネルを取付けるので、壁面の施工精度に影響されることなく、緑化パネルのコケシ
ートのコケ面を滑らかに見せることができる。
【００２７】
　請求項４に記載の発明によれば、前記取付手段が、前記網体から突設された剣山とを有
し、前記網体の壁面側には、前記灌水手段からの水を受け止め 緑化パネルへ給水する
水受け部材が設けられたことを特徴としている。
【００２８】
　 に記載の発明によれば、網体から突設された剣山によって、緑化パネルが網体
に確実に取付けられる。また、網体には水受け部材が設けられ、灌水手段からの水が水受
け部材によって受け止められ、コケシートのコケに効果的に給水される。
【００２９】
　 に記載の本発明の緑化壁面は、前記灌水手段は、水が送水されるホースと、前
記ホースに形成され、送水された水を噴霧する噴霧口と、で構成されたことを特徴として
いる。
【００３０】
　 に記載の発明によれば、噴霧口から噴霧される水滴が拡散し、直接保水シート
に吸収されるので、吸水シートに給水される確率が高くなる。これによって、吸水シート
への効率のよい水分供給が行える。
【００３１】
　 に記載の本発明の緑化パネルは、前記緑化パネルが壁面に複数取付けられたと
きにできる目地部分は、左右方向を緑化パネルの両端を埋め込むことで目地埋めし、上下
方向を一方のコケシートを延長してオーバーラップさせて目地部分を隠すことを特徴とし
ている。
【００３２】
　 に記載の本発明によれば、緑化パネルを複数壁面に並べるときにできる目地部
分を、上下方向はコケシートの一方をオーバーラップさせ、左右方向は緑化パネルの両端
を目地間に埋め込むことで緑化パネル間の隙間を目立たなくする。このようにして、緑化
パネルを取付けた壁面の緑化は滑らかで連続的な処理が施される。
【００３３】
　 に記載の本発明の緑化壁面は、前記緑化パネルが壁面に複数取付けられたとき
にできる目地部分は、左右方向を繊維部材で目地埋めし、上下方向を一方のコケシートを
延長してオーバーラップさせて目地部分を隠すことを特徴としている。
【００３４】
　 に記載の発明によれば、緑化パネルを複数壁面に並べるときにできる目地部分
を、上方方向はコケシートの一方をオーバーラップさせ、左右方向は繊維部材を用いて目
地埋めすることで、緑化パネル間の隙間を目立たなくする。このようにして、緑化パネル
を取付けた壁面の緑化は滑らかで連続的な処理が施される。
【００３５】
【発明の実施の形態】
第１の実施形態に係る緑化壁面を図面にしたがって説明する。
【００３６】
図１に示すように、緑化パネル５０は、略矩形状の綿布にコケが植栽されたコケシート５
２（例えば、登録商標名：モスキーパー）を備える。コケは他の植物と違い、根と呼ばれ
る通導組織が無く、空気中から水分・養分を吸収して成長する。また、コケは給水のため
ではなく、体を支持するための仮根を有するので、土壌を必要とせず、綿布等の布や稲の
苗床シートなどに植栽することが可能である。
【００３７】
コケシート５２の表面には、コケシート５２とほぼ同サイズのネット５４が設けられてい
る。ネット５４は、目の大きさが４ｍｍ、６ｍｍ、８ｍｍ、１０ｍｍ等のものが用いられ
ている。また、コケシート５２の表面に取付けたときに目立たないように黒色のものが適
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している。
【００３８】
コケシート５２の裏面には、コケシート５２とほぼ同じ大きさの吸水シート５６が設けら
れている。吸水シート５６を設けることで、後述する灌水装置３６から噴霧された水が吸
水シート５６に吸収され、コケシート５２への灌水が安定して行われるようになる。吸水
シート５６としては、不織布やガーゼ、綿布等の吸水性に優れた素材が適している。
【００３９】
コケシート５２とネット５４と吸水シート５６は、畳を縫う機械を用いて一体化に縫製さ
れ（縫目Ｓ）、一枚のマット状の緑化パネル５０が形成される（図２参照）。
【００４０】
壁面２０には、緑化パネル５０の四隅よりもそれぞれ内側に位置するようにして、固定ア
ングル２４が配置されている。固定アングル２４は、板部４０、４２が壁面２０に対して
垂直になるように配置され、壁面２０に接するようにして側壁２６が設けられている。こ
の側壁２６には貫通孔２８が形成されており、この貫通孔２８にホールインアンカーやケ
ミカルアンカー等を打ち込んでボルト３２を押し込むことで、固定アングル２４が壁面２
０に固定される。
【００４１】
図２に示すように、固定アングル２４には緑化パネル５０よりも左右方向が長くされた金
網５８が設けられている。この金網５８の両側端部を壁面２０側へ略直角に折り曲げて、
固定アングル２４の板部４０（図１参照）と溶接Ｍで固定する。金網５８は、ＳＵＳラス
金網またはメッシュ筋が用いられる。
【００４２】
この金網５８の上には、緑化パネル５０が取付けられる。隣接する緑化パネル５０を固定
する固定アングル２４間の隙間の大きさは、緑化パネル５０の厚みとほぼ同じ大きさとさ
れており、この隙間に緑化パネル５０の左右方向の両端部を折込むことで、左右方向の緑
化パネル５０が強固に固定される（図３に示す）。
【００４３】
また、緑化パネル５０の上下方向の目地部分は、緑化パネル５０を重ね合わせ、重ね合わ
せた部分は両面テープを用いたり、縫い合わせることで目地隠し行う（図４に示す）。さ
らに、上下方向に隣接した金網５８はインシュロック３４で連結する。
【００４４】
また、壁面２０には、液体を噴霧する装置の灌水装置３６を適切な間隔で配置する。灌水
装置３６は、ホース４４を備えている。このホース４４へは、図示しないパイプを介して
、高圧ポンプにより水槽から水が高圧で送水される。
【００４５】
図３または図４に示すように、ホース４４には所定の間隔で水を噴霧する噴霧口４６が備
えられている。緑化パネル１０と壁面２０との間には、約１４０ｍｍ程の空間が設けられ
、この空間中を水槽から灌水装置３６に送水された水が、噴霧口４６から噴霧されて拡散
し、緑化パネル５０の吸水シート５６に給水する。
【００４６】
吸水シート５６に給水された水は、コケシート５２に給水される。コケシート５２が給水
されるとコケへの保水が行われ、コケが枯れることがなくなる。雨水が当たらない場所の
コケが枯化して乾燥すると、風等の物理的な要因でコケの脱落が発生するが、灌水装置３
６を壁面に設置することで、コケの枯化が防止できる。
【００４７】
したがって、スナゴケ、ハイゴケをはじめとする各種コケ類のコケシート５２を用いた緑
化パネル５０を壁面２０に取付けることで、施工直後から緑化壁面が景観できる。
【００４８】
特に、壁面２０の緑化にスナゴケを利用すると、次の理由から有利である。
【００４９】
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第１に、スナゴケの生育は、仮根の上に積み重なるように行われると共に、根が横方向に
も伸びて相互に強く結束して生育する。
【００５０】
第２に、スナゴケは、自重の約２０倍の高い保水機能を有する。一般に植物は地中から水
を吸収して葉で蒸発させることで機能上昇の抑制の効果を持っているが、コケは大気の乾
燥に対し体内の水分を蒸発して生命を守る。したがって、砂漠や南極という過酷な環境に
耐えて生き続けることができる。
【００５１】
第３に、スナゴケは、雨の日に胞子を飛ばすため、花粉症を引き起こさない。
【００５２】
第４に、スナゴケは、二酸化炭素の固定化度が著しく高く、窒素酸化物及び硫黄酸化物の
固定浄化にも有効であるので、大気の浄化作用が期待できる。
【００５３】
第５に、スナゴケは、フライパンで煎っても発芽能力が消えないほどに生命力に富むので
、夏期に直射日光を受ける壁面上でも十分に生育可能である。
【００５４】
第６に、スナゴケは、火山による裸地等の無機質で乾燥した基質に先駆けて生育する代表
的なコケであり、このことからもスナゴケの生命力の強さが伺える。
【００５５】
以上より、スナゴケは、都市構造物の屋上やコンクリート壁面上が最適の生育環境となる
ことが解る。
【００５６】
通常、人間の生活に支障をきたさない程度の温度である限り、スナゴケ、ハイゴケにおい
ては特別な温度管理を行う必要もない。また、軽量であるため、輸送コストの軽減となり
、施工が簡単で補修も楽であるという利点がある。
【００５７】
次に、第１の実施形態に係る緑化壁面の作用を説明する。
【００５８】
図１に示すように、コケが植栽されたコケシート５２の表面にネット５４が設けられ、そ
のコケシート５２の裏面には吸水シート５６が設けられて、これらを縫製して一体化させ
、緑化パネル５０が作製される。
【００５９】
この緑化パネル５０は、コケシート５２のコケがネット５４で強固に固定されるので、シ
ート上でコケの安定性が確実なものとなる。また、垂直状態でこの緑化パネル５０を使用
した場合においても、コケ自体の重みによる基盤の変形や脱落が防止できる。さらに、コ
ケはシートに定着しているので、風雨によるコケの剥離、流出がなく、安定したコケ面が
得られる。
【００６０】
また、図２に示すように、コケが植栽されたコケシート５２を用いた緑化パネル５０が、
固定アングル２４で壁面２０に取付けられており、固定アングル２４と壁面２０との間に
は灌水装置３６が設けられてコケシート５２の灌水が行われる。
【００６１】
このように、コケが植栽されたコケシート５２を壁面に取付けることで、施行直後から壁
面２０の緑化景観が得られる。その上、コケはシートに定着しているので風雨によるコケ
の剥離、流出がなく、安定したコケ面が得られる。また、灌水装置３６を用いてコケシー
ト５２に給水を行うことで、軒下や垂直壁等の雨の当たらない場所でもコケシート５２の
コケの枯化が防止でき、常時コケシート５２による壁面２０の緑化が行われる。
【００６２】
さらに、コケシート５２はコケ植物と基盤があらかじめ一体化されて超軽量であり、それ
を壁面に取付けるだけで壁面２０の緑化が行えるので、建物等の構造物への負担が軽くな
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る。また、土壌のない壁面２０やコンクリート面などの垂直な面の緑化が容易となり、そ
の上、輻射熱の軽減や断熱材としての効果も期待できる。風の強い所ではコケシート５２
の耐風対策が必要とされるが、固定アングル２４で壁面２０にしっかり固定されるので、
その必要もない。
【００６３】
次に、第２の実施形態に係る緑化壁面ついて説明する。
【００６４】
図５及び図６に示すように、コケシート１２の裏面には、コケシート１２とほぼ同サイズ
の透水シート１４が設けられ、コケシート１２にシリコン系の接着剤を用いて点付け接着
されている。このシリコン系接着剤は、コケの生育に悪影響を及ぼさずに接着効果を長期
間安定して維持することが可能であるという点において、コケシート１２を透水シート１
４に接着するのに適している。また、両面テープを用いてコケシート１２と透水シート１
４とを接着することも可能である。透水シート１４としては、デュポン製雑草防止シート
などが用いられる。
【００６５】
透水シート１４のコケシート１２が接着されている反対側の面には、コケシート１２より
も左右方向の寸法が大きく、また、上下方向の一方の寸法が短くされた金網１６が設けら
れている。金網１６は、ＳＵＳラス金網またはメッシュ筋が用いられる。コケシート１２
に金網１６を取付けることで、壁面２０の施工精度にとらわれず、滑らかな緑化面を作成
することができる。また、金網１６にコケシート１２が固定されるので、壁面２０が垂直
の場合や、急傾斜している部分でのコケ自体の重みによる基盤の変形や脱落が防止でき、
コケシート１２の形状が安定される。
【００６６】
金網１６の透水シート１４を設けた側と反対側には、保水シート１８が設けられている。
保水シート１８は、左右方向の寸法はコケシート１２とほぼ同じ大きさとされ、上下方向
の寸法は一方がコケシート１２よりも短くされている。保水シート１８は、透水シート１
４と金網１６と共に、鋲２２で固定される。
【００６７】
保水シート１８を取付けることで、後述する灌水装置３６から噴霧された水が保水シート
１８に吸収され、透水シート１４へ水が伝わり、コケシート１２への灌水が安定して行わ
れるようになる。保水シート１８としては、ガーゼや脱脂綿等の吸水性に優れた素材が適
している。
【００６８】
壁面２０には、緑化パネル１０の四隅に対応するようにして、固定アングル２４が配置さ
れている。固定アングル２４は、板部４０、４２が壁面２０に対して垂直になるように配
置され、壁面２０に接するようにして側壁２６が設けられている。この側壁２６には貫通
孔２８が形成されており、この貫通孔２８にホールインアンカーやケミカルアンカー等を
打ち込んでボルト３２を押し込むことで、固定アングル２４が壁面２０に固定される。
【００６９】
ここで、図７に示すように、緑化パネル１０を固定アングル２４の上に配置する。緑化パ
ネル１０の左右方向の両端からはコケシート１２に対して大きい寸法の金網１６が飛び出
している。この金網１６の飛び出した部分を壁面２０側へ略直角に折り曲げて、固定アン
グル２４の板部４０と溶接Ｍで固定される。
【００７０】
このようにして、緑化パネル１０を複数、壁面２０に取付ける。上下方向に隣接した緑化
パネル１０は、金網１６をインシュロック３４で連結して緑化パネル１０同士を固定する
。
【００７１】
複数の緑化パネル１０を壁面２０に設置したとき、緑化パネル１０間には隙間ができる。
図８に示すように、上下方向の隙間は、透水シート１４とコケシート１２の一方の端部が
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金網１６に対して長いので、その一方の端部を上下方向に隣接したコケシート１２の他方
の端部と接触させるか、または、その他方の端部の上に覆い被せるようにして、隙間部分
を被覆する。また、図９に示すように、左右方向の隙間には、ＣＰマット３８を埋め込ん
で、隙間部分をなくす。これによって、緑化パネル１０間の隙間がなくなり、滑らかな景
観が得られる。
【００７２】
次に、第２の実施形態の緑化壁面の作用について説明する。
【００７３】
図５または図６に示すように、コケシート１２と透水シート１４と金網１６と保水シート
１８とを積層して一体化させて緑化パネル１０が形成される。金網１６にコケシート１２
が固定されるので、コケシート１２の形状が安定される。また、保水シート１８によって
、雨水や灌水手段等からの水を保水することで、コケの生育に必要な水分補給が容易に行
える。さらに、透水シート１４によって金網１６の網目がコケシート１２に転写されない
ので、コケシート１２の見栄えが良くなる。
【００７４】
次に、第３の実施形態に係る緑化壁面について説明する。
【００７５】
図１０または図１１に示すように、固定アングル２４には緑化パネル５０よりも左右方向
が長くされた金網７０が設けられている。この金網７０の壁面側の面には、長尺状のフィ
ン７２が、灌水手段からの水を受け止めることが出来る角度を有し、所定の間隔で取付け
られている。
【００７６】
また、金網７０の壁面と反対側の面には剣山７４が取付けられている。剣山７４は、プラ
スチック製で矩形枠状のベースプレート７６を備えており、このベースプレート７６の四
隅からは突起部７８が突設されている。このベースプレート７６を金網７０に接着剤等で
固定させる。
【００７７】
この金網７０が第１の実施形態と同様にして壁面に配置された固定アングル２４に固定さ
れ、緑化パネル５０が取付けられる。
【００７８】
次に、第３の実施形態の緑化壁面の作用について説明する。
【００７９】
図１０または図１１に示すように、金網７０にはフィン７２が設けられており、灌水装置
３６から噴霧された水がフィン７２によって受け止められ、コケシート５２のコケに効果
的に給水される。また、金網７０には剣山７４が設けられており、緑化パネル５０が剣山
７４の突起部７８に引っ掛けられ、確実に金網７０に固定される。したがって、垂直状態
の壁面２０においても、緑化パネル５０が確実に壁面２０に取付けられる。
【００８０】
なお、本発明の緑化パネルは、壁面に限らず、法面、屋根などにも用いることが可能であ
る。折版屋根の建物は、夏場は建物内部を高温にし、また、雨の降る日は、雨が屋根をた
たく音で騒音を発するが、コケシートで屋根を緑化することで、夏場は断熱効果で建物の
内部を涼しくすることができ、雨の降る日は防音効果にて建物内に響く雨音を小さくする
ことができる。
【００８１】
また、本実施形態において、金網１６、５８、７０の両端部を折り曲げて固定アングル２
４に溶接で固定させることで、緑化パネル５０を壁面２０に取付けたが、固定アングル２
４の板部４０に孔を穿設し、金網１６、５８、７０の両端部を折り曲げて金網１６、５８
、７０と孔とにボルトを挿通して固定させてもよい。
【００８２】
さらに、本実施形態において、略矩形状の綿布にコケが植栽されたコケシートを用いたが
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、略矩形状に限らず、三角形状、台形状などの形状とされたコケシートを用いることもで
きる。
【００８３】
また、本実施形態では、スナゴケを植栽したコケシートを用いたが、ハイゴケなどのその
他のコケを植栽したコケシートを用いてもよい。
【００８４】
ハイゴケは、腐植土壌や砂地等のやや日の当たる場所に厚い群落をつくり、生育する。植
物体は地を這うように重なりあって群落を形成する。
【００８５】
特徴ある生態系を示すスナゴケ、ハイゴケなど、二種のコケを混ぜ合わせて固定化すると
、使用初期の多様な環境にも双方の有する性質において素早く順応していくことができる
。
【００８６】
【発明の効果】
本発明は上記構成としたので、施工直後から緑化による景観が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態に係る緑化パネルと、その取付構造を示す分解斜視図である。
【図２】第１の実施形態に係る緑化パネルを複数取付けた状態を示す図である。
【図３】第１の実施形態にかかる緑化壁面の上下方向から見た図である。
【図４】第１の実施形態にかかる緑化壁面の左右方向から見た図である。
【図５】第２の実施形態に係る緑化パネルと、その取付構造を示す分解斜視図である。
【図６】第２の実施形態に係る緑化パネルの取付方法を示した斜視図である。
【図７】第２の実施形態に係る緑化パネルを複数取付けた状態を示す図である。
【図８】第２の実施形態にかかる緑化壁面の左右方向から見た図である。
【図９】第２の実施形態にかかる緑化壁面の上下方向から見た図である。
【図１０】第３の実施形態に係る緑化壁面の斜視図である。
【図１１】第３の実施形態に係る緑化壁面の左右方向から見た図である。
【符号の説明】
１０　緑化パネル
１２　コケシート
１４　透水シート
１６　金網（取付手段、網体）
１８　保水シート
２４　固定アングル（取付手段、板材）
３６　灌水装置（灌水手段）
３８　ＣＰマット（繊維部材）
４４　ホース（灌水手段）
４６　噴霧口（灌水手段）
５０　緑化パネル
５２　コケシート
５４　ネット
５６　吸水シート
５８　金網（取付手段、網体）
７０　金網（網体）
７２　フィン（水受け部材）
７４　固定部材（剣山）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(11) JP 3722440 B2 2005.11.30



【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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